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訴訟内容の変更に関するお知らせ 

 

 当社が、平成 22年 12月 14 日付で「当社に対する訴訟（控訴）の提起に関するお知らせ」で公表し

ておりました越後製菓株式会社（以下「控訴人」と言います）からの特許権侵害差止等請求控訴事件

（控訴の提起日：平成 22 年 12 月 13 日付、訴えの提起日：平成 21 年 3 月 11 日付）において、平成

23年 11月 16 日付で控訴人から訴え変更の申立がなされた旨、知的財産高等裁判所より通知を受けま

したので下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 

１．変更の内容 

   本訴訟は、平成 22年 12月 13 日付で控訴人より当社の製品が控訴人所有の特許権を侵害してい

るとして、14 億 85 百万円の損害賠償等を請求する訴え（控訴の提起）を受けていたものであり

ますが、控訴人が請求金額の変更を申立たものであります。変更後の損害賠償請求金額は 59億 4

千万円となります。 

 

２．当該訴訟を提起した者 

（１）名   称  越後製菓株式会社 

（２）所 在 地  新潟県長岡市呉服町 1丁目 4番地 5  

（３）代表者氏名  代表取締役 伊藤 満敏 

 

３．今後の見通し 

当社は、今後継続される審理において正当性を主張してまいります。 

なお、当社の業績に影響が生じることとなった場合には、速やかにお知らせいたします。 

 
以上 


